
１１． 用地取得について（１） （３号要件 公益性の検討）

令和１年９月に配布されたパンフレット平成２９年１月の地番図
高貫町関係者提供

この二つが事実だとすれば、平成２９年１月から
令和１年９月までの間に、前市長が保有していた
用地は どこかに売却された、ということ？

緑の部分が前市長名義の土地
３カ所合計２０８３㎡

黄色の部分
平成２９年以前に
某企業により買占



市・行政関係者のうち、事業計画やルート決定に影響力の大きな方や、その関係者が保有
する土地が計画ルート沿道に平成７年以前に存在し、平成７年から平成２９年前後にこれを
特定企業に売却、その後令和５年までに常陸太田市が買取るという転売行為ともとれる土地
取引があったと考えるのは、地権者の履歴から見て無理はない。

１２． 用地取得について（２） （３号要件 公益性の検討）

【貫通ルートおよび沿道の用地に関して明確なこと】
◆平成7年以前 ・・・・・ 個人地権者

平成７年～９年 県道６１号をはたそめ団地内貫通させるため、茨城県が
デペロッパーから、はたそめ団地内の宅地を購入

◆平成８年～平成２９年頃 ・・・・・ 特定企業が貫通ルート延長先沿道の土地を買取
◆令和２年～令和５年 ・・・・・ 常陸太田市が買取

この、事実上の転売により用地取得費が上がっていれば、公共の不利益である。
さらに関係地区住民の間には、上記特定企業の関連ゼネコンが共同企業体の幹事企業
あるいは構成企業として本体工事等を受注した場合には一定の還流があるとの「噂」もある。
万が一にでも、これが事実であればあきらかに公益に反する。
平成３０年以降、自治会会長は市と町会会長の会議、本事業の住民説明会等でこの疑惑
に関して再三質問しているが、市は明確に否定の回答をしていない。
前市長が保有する土地があるからか？という質問に対して「約２００㎡(*1)の土地があるが、
そのような大きなリスクを負う方は、常識的に考えても、いないと思います。」 と回答している
だけである。 【*1 平成２９年１月時点では、直ちに確認可能な範囲だけでも ２０８３㎡ 存在していた】

今後、常陸太田市条例３７号(倫理規定)基づき疑惑の解明を求めていくとともに継続して
監視していきたい。



令和１～５年
話し合いは一度もない
説明会は４回

事業認定説明会は
質疑途中で打ち切った

令和１年９月に配布されたパンフレット

平成３０年に市長から発信された住民宛書簡

住民の意見を尊重する。 話し合いを行う。 と繰り返し
たびたび発信しているが・・・

１３． 計画のあり方・住民合意形成の進め方 （２号要件 事業遂行能力）

事例



１４． 計画のあり方・住民合意形成の進め方 （２号要件 事業遂行能力）

事例

話し合いを行いながら進める。
と あるが・・・

令和１～５年
話し合いは一度もない
説明会は４回

事業認定説明会は
質疑途中で打ち切った

建設部長自らが
「県道を接続する」 と言及。
一方で
用地の疑義については
何も触れない。



２号要件 ： 起業者（事業の施行者）が当該事業を遂行する充分な意思と能力を
有するものであること。
に関して、現在までの常陸太田市の対応をご説明する。

1. 事業推進体制について

（１）体制に関する紙上質問には、「事業主体は常陸太田市と日立市。茨城県の役割は
調査・設計・工事。 常陸太田市の役割は主に用地取得。」 との回答。

（２）貫通ルート選定の根拠について問うと、 「県がどういう考えで決定したか判らない、
どこまで回答できるか判らないが調査・確認して回答する。」
との席上説明だったが、未だ回答はない。

（３）供用後のメンテナンスについて、 説明会席上質疑では 「県に移管して県に管理して頂
予定。」との説明。 質問書への回答には「将来的に県への移管も想定しつつ県と調整
している。」 との回答。

（４）貫通ルートの建設費に関して、平成３０年市への質問には「県によると約４０億円との
回答。」令和５年７月市民説明会の質疑では「約６５億円」、 同９月の事業認定説明会、
１０月のはたそめ団地説明会では「約４２億円」の回答。
質問書には、最終的に「(所度費は）４０億円、将来の見通しは社会経済的情勢による
ところが大きく回答できない。」との回答だった。

→要するに、常陸太田市(起業者)単体では、技術力も財政力もコスト管理能力も無い。
ということにほかならないのではないか。

１５． 計画のあり方・住民合意形成の進め方 （２号要件 事業遂行能力）



２．不適切と思われる手続き
前項のように、常陸太田市単独では充分な財政力も能力も無いが、国から合併特
例債の交付を受け、県と市が一体となって進める事業ゆえ、２号要件は満たすと
理解する。
しかしながら、県と市が一体の体制なのに、市が事業認定の起業者となり、県が
認定者となるのは、土地収用法のうえであきらかに不適切であり、この認定を
根拠に土地を強制収用することはあきらかに不当ではないか。

１６． 事業認定について （２号要件 事業遂行能力）



出典：事業評価を巡る論点．国交省2020年6月

＜参考 １＞ 道路便益 （３号要件 公益性の検討）



全８２件のうち ２０％以上増加した案件は２４件（２９％）

出典：事業評価を巡る論点．国交省2020年6月

＜参考 ２＞ 道路便益 （３号要件 公益性の検討）



東京オリンピックや大阪万博のように着工後に莫大な追加費用が発生するのではないか？
約３０年前、地盤の問題で断念した(仮称)真弓トンネル工事の技術的課題は解決できたのか？
「仮定の質問(問題）には回答できない（常陸太田市）」 と主張していて大丈夫なのか？

出典：事業評価を巡る論点．国交省2020年6月

＜参考 ３ ＞ 道路便益 （３号要件 公益性の検討）



費用効果分析

◆論点
・・・論点は、費用便益分析、代替案検討、需要予測である。

なお、ここでは、貨幣価値以外の数値指標も単一の式の中に取り込まれている
ものを「費用効果分析」、費用も便益も全て貨幣価値で把握された上で比較さ
れるものを「費用便益分析」と呼ぶことにする。

行政が国民や市民の信託に基づき、税によって行われている以上、原則とし
て効率性が要求される。費用効果分析規範に関する規定を持つ法令としては次
のものがあり、判例上でも論点とされる。
①地方自治法第二条第十四項（これは「最小の経費で最大の効果をあげるよう

にしなければならない」と」規定する。住民訴訟における公金支出の有効性
規範として多くの判例がある。

②地方財政法第八条（地方公共団体の財産は、「その所有の目的に応じて最も
効果的に、これを運用しなければならない」と規定する。
・・・
政策評価法の制定等の動きを受けて、事業認定段階で費用便益分析がなされ

るようになっていること。・・・公共事業の必要性について疑問が呈され、事
業自体の公共性に比重が移ってきていることから、費用便益分析の合理性や代
替案の検討は事業認定取消訴訟の主要な争点となりえよう。

＜以下略＞

出典：法学志林 2012-01 田畑 琢己
公共事業裁判の研究（一）（行政事件編）
法学志林協会

＜参考 ４a ＞ 行政裁判の論点 （３号要件 公益性の検討）



事業の公共性＝公共の利益の存在

◆公共の利益

権利侵害となる行為であっても、正当性があれば、権利侵害が許される場合
がある。

公共事業に正当性が認められるためには、国や国の計画による事業であると
いうことだけでは不十分であり、公共の利益が存しなければならない。

公共事業は利益（プラス面）のみでなく不利益（マイナス面）をもたらす。
また、事業の実施には費用を必要とし、不利益の防止等の対策が必要とされる
ときにはその費用も必要である。原判決は差止請求者の損害の程度が公共事業
による公共の利益を上回る場合に差止請求が認容される旨判示しているが、

「公共の利益」は「純」のものでなければならず、ある公共事業の「純」の公共
の利益は公共の利益から公共の不利益や費用を差し引いたものとなる。事業に
よる公共の不利益（その一表現が費用である。）については、差止請求者の被
害とは別に差し引かなければならない。

＜参考 ４b ＞ 行政裁判の論点 （３号要件 公益性の検討）



◆最適案

公共事業の合理性は、複数の事業案について、相対的に比較していずれが最
も優れているかを判定すること（複数事業案からの最適案の選択）により達成
され、あるいは評価される。逆にある事業案よりも優れた事業案があるとき、
劣った事業案を選択することは不合理である。

各事業案の中で最も優れている、すなわち、最適案は、各案の利益／不利益、
利益／費用の比や純利益を比較して、その値が最も大きいものである。そして、
最適案の選択にあたっては、複数の事業案についての利益／費用比等を求め、
それらを相互に比較して最も数値の良い最適なものを選択する方法を用いるべ
きであり、このような利益と不利益・費用の検討によって、複数事業案の中で
最も優れている事業の選択が可能となる。

以上のように、公共事業の決定に合理性があると言い得るには、複数代替案
から純利益の最も大きい最適案が選択されていることが必要なのである。

＜参考 ４c ＞ 行政裁判の論点 （３号要件 公益性の検討）



◆立証責任

公共事業の公共性、すなわち、その事業が公共の利益をもたらし合理的なも
のであるということは、その事業の正当性の主張であるから、事業者が主張、
立証すべきことである。したがって、公共事業の差止請求訴訟においては、当
該公共事業が代替案の中で最適案であることを事業者において主張、立証し、
裁判所はそうであるかどうかを判断するのである。

＜参考 ４d ＞ 行政裁判の論点 （３号要件 公益性の検討）


